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 第  学年  組 児童・生徒氏名   

 

※ 該当する病名の番号に○を付けてください。インフルエンザの場合は、型に〇を付けてください。 

 
 疾病名 出 席 停 止 期 間（療 養 期 間） 必要書類 

 

 
1 インフルエンザ（A 型・B 型） 発症後５日、かつ、解熱後２日が経過するまで 登校届 

 

 
2 新型コロナウイルス 

発症後５日、かつ、症状の軽快後１日が経過する

まで 
登校届 

 

 
3 百日咳 

特有の咳が消失するまで、または、５日間の適正

な抗菌剤による治療が終了するまで 
登校届 

 

 
4 麻しん（はしか） 解熱した後３日を経過するまで 登校届 

 

 

5 
流行性耳下腺炎 

（おたふくかぜ） 

耳下腺、顎下腺、または、舌下腺の腫脹が発現し

た後５日を経過し、かつ、全身状態が良好となる

まで 

登校届 

 

 
6 風しん 発しんが消失するまで 登校届 

 

 
7 水痘（みずぼうそう） すべての発しんが痂皮化するまで 登校届 

 

 
8 咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状が消失した後２日を経過するまで 登校届 

 

 
9 その他感染症（     ） 主治医及び学校からの指示された期間 登校届 

 

※ いずれの疾病も、主治医から療養期間について具体的な指示がある場合は、医師からの指示内容が

優先されます。 

※ 「症状の軽快」とは、解熱剤を使用せず解熱、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。 

           

 上記の疾病により療養していましたが、療養期間を終えたため、本日より登校を再開します。 

 （療養期間：  月  日 ～  月  日 ） 

           

 受診した医療機関：       

           

 発症日：  月  日 (  )  解熱（軽快）日：  月  日 (  )  

※１・２・４の疾病のみ記入 

  年  月  日  

 保護者署名   

    

登校再開にあたっての確認事項（✔点でチェック） 

□ 主治医等から指示された「療養期間」を終えた。 

□ 学校に、登校再開する電話連絡をした。 

※この登校届は保護者の方が記入してください。 

※この登校届に関して、医師による証明は不要です。 

※この登校届は登校初日の登校時に担任の先生に提出してください。 



 

保護者各位                               令和６年１２月２５日 

昭島市立拝島中学校 

学校感染症罹患時の登校届提出のお願い 

 

 お子様が学校感染症に罹り、出席停止になった際は登校再開時に必ず「登校届」をご提出ください。 

長期休業日中に罹患した際も療養期間を確認するためにも始業式にご提出くださいますようお願いいた

します。登校届はこの用紙の裏面にあります。 

 
 

別表 学校感染症と出席停止（療養期間）の基準 
※第３種「その他の感染症」については、感染症の種類や地域、学校における感染症の発生・流行の様態等を考慮して、出席停止の指示をす

るかどうか判断する。 

分
類 

病名 出席停止の基準（療養期間） 
登校再開時 

提出書類 

第
１
種 

ｴﾎﾞﾗ出血熱、ｸﾘﾐｱ･ｺﾝｺﾞ出血熱、痘そう、南

米出血熱、ﾍﾟｽﾄ、ﾏｰﾙﾌﾞﾙｸﾞ熱、ﾗｯｻ熱、ｼﾞﾌﾃ

ﾘｱ、重症急性呼吸器症候群（SARS）、急性灰

白髄炎(ﾎﾟﾘｵ)、鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ(H5N1）など 

治癒するまで 治癒証明書 

第
２
種 

インフルエンザ（季節性） 発症後５日、かつ、解熱後２日が経過するまで 

登校届 

 

新型コロナウイルス感染症 発症後５日、かつ、軽快後１日が経過するまで 

百日咳 
特有の咳が消失するまで、または、５日間の適正な

抗菌剤による治療が終了するまで 

麻しん（はしか） 解熱した後３日を経過するまで 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 
耳下腺、顎下腺の主張が発現した後５日間を経過

し、かつ、全身状態が良好となるまで 

咽頭結膜炎 発疹が消失するまで 

結核 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがな

いと認めるまで 
登校許可書 

髄膜炎菌性髄膜炎 

第
３
種 

コレラ 

症状により学校医その他の医師が感染の恐れがな

いと認めるまで 
登校許可書 

細菌性赤痢 

腸管出血性大腸菌感染症 

腸チフス 

パラチフス 

流行性角結膜炎 

急性出血性結膜炎 

そ
の
他
の
感
染
症
（
例
）
※ 

溶連菌感染症 
適正な抗菌剤治療開始後、24 時間を経て全身状態

が良ければ登校可能 

保護者からの 

聴取、または、

登校届 

ウイルス性肝炎 
A 型・E 型：肝機能正常化後登校可 

B 型・C 型：出席停止不要 

手足口病 
発熱や咽頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席

停止、治癒期は全身状態が改善すれば登校可能 

伝染性紅斑 発疹(ﾘﾝｺﾞ病)のみで全身状態が良ければ登校可能 

ヘルパンギーナ 
発熱や咽頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席

停止、治癒期は全身状態が改善すれば登校可能 

マイコプラズマ感染症 急性期は出席停止、全身状態が良ければ登校可能 

感染性胃腸炎（流行性嘔吐下痢症） 
下痢・嘔吐症状が軽快し、全身状態が改善されれば

登校可能 

アタマジラミ 出席可能(ﾀｵﾙ、櫛、ﾌﾞﾗｼの共用は避ける） 

伝染性軟属腫（水いぼ） 
出席可能(多発性発疹者はプールでのビート板の

共用は避ける） 

伝染性膿痂疹（とびひ） 出席可能（プール、入浴は避ける） 



 


